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   磐田市犯罪被害者等支援条例 

目次 

 第１章 総則（第１条―第６条） 

 第２章 支援の内容（第７条―第１８条） 

 第３章 支援体制の整備（第１９条―第２１条） 

 第４章 その他（第２２条） 

 附則 

   第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この条例は、犯罪被害者等基本法（平成１６年法律第１６１号。以

下「法」という。）に基づき、磐田市における犯罪被害者等の支援に関し、

基本理念を定め、市及び市民等の役割を明らかにするとともに、市の施策

の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が必要とする施策を

総合的に推進し、もって犯罪被害者等の心に寄り添い、犯罪被害者等の権

利利益の保護を図るとともに、市民が安心して暮らせる地域社会の実現に

寄与することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

 ⑴ 犯罪等 法第２条第１項に規定する犯罪等をいう。 

 ⑵ 犯罪被害者等 法第２条第２項に規定する犯罪被害者等をいう。 

 ⑶ 市民 本市において住民基本台帳に記録されている者をいう。 

 ⑷ 関係機関等 国、静岡県その他の地方公共団体の機関及び犯罪被害者

等の支援に係る民間の団体をいう。 

 ⑸ 市民等 市民並びに市内に居住する者、勤務する者及び在学する者並

びにこれらの者が組織する団体で市内に所在地を有するものをいう。 

 ⑹ 犯罪被害者等支援 犯罪被害者等の被害を回復させ、又は軽減させ、

再び平穏な日常生活を営むことができるようにするための取組をいう。 

 ⑺ 二次被害 犯罪被害者等が犯罪等によって被った害を原因とするプラ

イバシーの侵害、名誉の毀損、精神的苦痛、心身の変調、経済的損失等
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の被害をいう。 

 ⑻ 再被害 犯罪被害者等が当該犯罪等の加害者から再び受ける被害をい

う。 

 （基本理念） 

第３条 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等の人としての尊厳が重んぜられ

るよう配慮して行わなければならない。 

２ 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な

日常生活を営むことができるようになるまでの間、犯罪被害者等が受けた

被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応

じて、適切に途切れることなく行われなければならない。 

３ 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等の名誉又は平穏な日常生活を害する

こととならないよう、二次被害及び再被害の発生の防止について十分配慮

して行われなければならない。 

４ 犯罪被害者等支援は、関係機関等と相互に連携協力することにより推進

するものとする。 

 （市の責務） 

第４条 市は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、

犯罪被害者等のための施策を総合的に策定し、及び実施するものとする。 

 （市民等の責務） 

第５条 市民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の状況その他の事情

に配慮するとともに、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等支援施策につ

いて協力するよう努めなければならない。 

 （犯罪被害者等支援計画） 

第６条 市は、犯罪被害者等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図る

ため、犯罪被害者等のための支援に関する基本的な計画を定めるものとす

る。 

   第２章 支援の内容 

 （犯罪被害者等支援の原則） 

第７条 市は、次条第１項に規定する総合的な窓口において犯罪被害者等に

対し、第９条から第１１条まで及び第１４条から第１７条までの犯罪被害
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者等支援について教示を行わなければならない。 

 （相談及び情報提供） 

第８条 市は、犯罪被害者等支援を行うための総合的な窓口を設置するもの

とする。 

２ 市は、前項の窓口において、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の相談

を受け付け、犯罪被害者等の状況その他の事情に応じて、支援制度、関係

機関等の情報を提供するものとする。 

３ 市は、犯罪被害者等から得た情報について、第三者等に漏えい等するこ

とのないよう、厳重に取り扱わなければならない。 

 （付添い及び申請手続の補助） 

第９条 市は、犯罪被害者等が移動する場合において、必要と判断したとき

は、その申出によりその移動に付き添うことができる。 

２ 市は、犯罪被害者等がその支援に関する申請等を行う場合、その申出に

より必要に応じて手続を補助することができる。 

 （物品貸与） 

第１０条 市は、犯罪被害者等である市民が生活する上で必要になると判断

した物品を貸与することができる。 

 （見舞金の給付） 

第１１条 市は、犯罪被害者等である市民に対し、被害の程度に応じた見舞

金を給付することができる。 

 （見舞金の給付制限） 

第１２条 前条の見舞金は、当該犯罪被害者等である市民が次に掲げる事項

に該当する場合には、その給付を受けることができない。 

 ⑴ 犯罪被害者等が、不法な目的をもって犯罪被害を受けた場合 

 ⑵ 前号に掲げる場合のほか、犯罪被害者等と加害者の関係その他当該犯

罪被害が発生した総合的な事情から、見舞金を給付することが適切でな

いと市長が判断した場合 

 （見舞金の返還） 

第１３条 虚偽若しくは不正な手段により見舞金の給付を受けた者又は見舞

金の給付を受けた者で前条各号に該当することが判明したものは、当該見
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舞金を市長に返還しなければならない。 

 （日常生活支援） 

第１４条 市は、第９条及び第１０条の規定のほか、犯罪被害者等である市

民が平穏な日常生活を取り戻すために必要と認める支援を行うことができ

る。 

 （一時保護） 

第１５条 市は、犯罪被害者等の状況から、平穏な日常生活を送ることに重

大な支障があると判断した場合には、犯罪被害者等を一時的に保護しなけ

ればならない。 

２ 前項の場合において、市は、関係機関等による一時保護が適切であると

判断した場合は、遅滞なく関係機関にその要請をしなければならない。 

 （施設入所支援） 

第１６条 市は、前条第１項に規定する一時保護を行い必要と判断した場合、

又は犯罪被害者等の状況から必要と判断した場合には、その施設入所を支

援するものとする。 

 （住居支援） 

第１７条 市は、犯罪被害者等である市民に対し、市営住宅（磐田市営住宅

条例（平成１７年磐田市条例第２０９号）第２条第１号に規定する市営住

宅をいう。）を提供することができる。 

 （犯罪被害者等に関する情報の保護） 

第１８条 市は、犯罪被害者等に関する犯罪被害の態様及び支援の内容その

他犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復を阻害するおそれのある情報

を当該犯罪被害者等支援に関わらない者に対して、提供してはならない。 

   第３章 支援体制の整備 

 （基本的支援体制の整備） 

第１９条 市は、犯罪被害者等に対して必要な支援が行えるよう、総合的か

つ効果的な支援体制の整備に必要な措置を講ずるものとする。 

 （関係機関等との連携協力） 

第２０条 市は、関係機関等と連携協力して犯罪被害者等の支援体制を構築

する措置を講ずるものとする。 
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 （理解の促進） 

第２１条 市は、教育活動、広報活動、啓発活動等を通じて、犯罪被害者等

の人権、名誉及び平穏な日常生活への配慮の重要性等に関する理解を深め

るために必要な措置を講ずるものとする。 

   第４章 その他 

 （委任） 

第２２条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項

は、規則で定める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


